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第2475号

平成25年４月30日　火曜日（403）

規 則

栃 木 県 規 則 第 四 十 三 号

　 栃 木 県 立 産 業 技 術 専 門 校 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 平 成 二 十 五 年 四 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 　 　 栃 木 県 立 産 業 技 術 専 門 校 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 栃 木 県 立 産 業 技 術 専 門 校 規 則 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 三 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 第 二 建 築 設 備 科 の 項 中 「 300時間 」 を 「 310時間 」 に 改 め る 。

　 　 　 附 　 則

１ 　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 　 改 正 後 の 別 表 第 二 の 規 定 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 以 後 に 入 校 し た 者 に 対 し て 行 う 普 通 課 程 の 普 通 職 業 訓

練 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 入 校 し た 者 に 対 し て 行 う 普 通 課 程 の 普 通 職 業 訓 練 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に

よ る 。

（ 労 働 政 策 課）　
　───────────────────────────────────────────────

告 示
栃木県告示第290号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成25年４月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

とちぎメディカルセン
ター下都賀総合病院

栃木市富士見町５-32 一般財団法人とちぎメディ
カルセンター
代表理事　石井　重利

平成25年
４月１日

精神通院医療
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とちぎメディカルセン
ターとちの木病院

栃木市大町39-５ 一般財団法人とちぎメディ
カルセンター
代表理事　石井　重利

平成25年
４月１日

精神通院医療

学校法人獨協学園獨協
医科大学日光医療セン
ター

日光市高徳632 学校法人獨協学園
理事長　寺野　彰

平成25年
４月１日

精神通院医療

社会医療法人博愛会那
須塩原クリニック健康
増進センター

那須塩原市前弥六51-１ 社会医療法人博愛会
理事長　菅間　博

平成25年
４月１日

精神通院医療

とちぎメディカルセン
ター訪問看護ステー
ション

栃木市堺町27-21 一般財団法人とちぎメディ
カルセンター
代表理事　石井　重利

平成25年
４月１日

精神通院医療

ほほえみ訪問看護ス
テーション

那須塩原市大黒町２-５ 社会医療法人博愛会
理事長　菅間　博

平成25年
４月１日

精神通院医療

株式会社ピノキオ薬局
栃木店

栃木市都賀町合戦場212-
６

株式会社ピノキオ薬局
代表取締役　田中　秀和

平成25年
４月１日

精神通院医療

佐野南調剤薬局 佐野市上台町2011-４ 株式会社フレンド
代表取締役　谷　孝裕

平成25年
４月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第291号
　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第64条の規定により指定自立支援医療機関から次のとおり変更
の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成25年４月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

有限会社富士ファーマ
シーやしお薬局

宇都宮市元今泉６-14-
３
（宇都宮市元今泉６-７-
７）

有限会社富士ファーマシー
代表取締役　早川　成美

平成19年
５月31日

精神通院医療

セサミ薬局山本店
（ヘルス薬局山本店）

宇都宮市山本３-９-７ 株式会社セサミ
代表取締役　松村　聰

平成21年
３月11日

精神通院医療

セサミ薬局泉町店
（ヘルス薬局泉町店）

宇都宮市泉町１-26 株式会社セサミ
代表取締役　松村　聰

平成21年
３月11日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第292号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次の土地改良区の定款の変更を認可した
ので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成25年４月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 認 可 年 月 日
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鬼 怒 川 東 部 土 地 改 良 区 平成25年４月８日

氏 家 土 地 改 良 区 平成25年４月８日

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第293号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成25年４月30日から同年５月29日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成25年４月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　一般国道
路　線　名　294号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前Ａ 芳賀郡市貝町大字笹原田341-２から
芳賀郡茂木町大字坂井2161-１まで 13.5 ～ 67.0 2,376.0 Ａ及びＢは、

関係図面で表
示する敷地の
区分をいう。前Ｂ 芳賀郡茂木町大字茂木1722-７から

芳賀郡茂木町大字坂井2161-３まで 8.1 ～ 28.6 3,233.3

後 芳賀郡市貝町大字笹原田341-２から
芳賀郡茂木町大字坂井2161-１まで 13.5 ～ 67.0 2,376.0

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について就
任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成25年４月30日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

間々田乙女
土地改良区 理　事 松島　延一 小山市間々田2465-７ 25.４.１

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

教 育 委 員 会
栃木県教育委員会告示第７号
　学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第34条第１項の規定により指定技能教育施設の設置者から次の
とおり変更の届出があったので、同条第３項の規定により公示する。
　　平成25年４月30日

栃木県教育委員会　　
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名 称 所 在 地 変 更 の 年 月 日

ＫＴＣ中央高等学院宇
都宮キャンパス

宇都宮市大通り２-１-６　宇都宮サテライトビル７階
（宇都宮市大通り２-１-６　宇都宮サテライトビル２階）

平成25年４月25日

注　表中の（　）内は、変更前のもの
（学校教育課）　

　───────────────────────────────────────────────


